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公
益
財
団
法
人
高
知
県
生
活

衛
生
営
業
指
導
セ
ン
タ
ー
で
は
、

11
月
１
日
か
ら
11
月
30
日
ま
で
を

生
活
衛
生
関
係
営
業
に
関
す
る

「
標
準
営
業
約
款
普
及
登
録
促
進

月
間
」と
定
め
、標
準
営
業
約
款
制

度
の
普
及
強
化
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
　

高
知
県
で
は
、
生
活
衛
生
関
係

営
業
の
う
ち
理
容
業
・
美
容
業
お

よ
び
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
に
つ
い
て
、

厚
生
労
働
大
臣
の
認
可
を
得
て

「
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
」「
店
舗
の
衛

生
・
管
理
」
お
よ
び
「
事
故
に
よ
る

損
害
賠
償
」に
関
す
る
重
要
事
項

を
約
款
と
し
て
定
め
て
い
ま
す
。

　　

標
準
営
業
約
款
登
録
店
舗
に
は

S
マ
ー
ク
の
表
示
を
す
る
こ
と
で
、

利
用
者
に
安
心
・
安
全
・
清
潔
を

提
供
し
て
い
る
こ
と
を
お
知
ら
せ

す
る
と
と
も
に
、こ
の
３
業
種
の
営

業
者
に
は
こ
の
登
録
を
行
う
よ
う

呼
び
か
け
て
い
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　
　

公
益
財
団
法
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知
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衛
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営
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指
導
セ
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常
勤
、パ
ー
ト
、ア
ル
バ
イ
ト
等
、

名
称
や
雇
用
形
態
に
か
か
わ
ら
ず

労
働
者
を
１
人
で
も
雇
っ
て
い
る
事

業
主
は
、
労
働
保
険
に
加
入
す
る

義
務
が
あ
り
ま
す
。

　　

ご
相
談
・
お
問
い
合
わ
せ
は
、お

気
軽
に
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
へ
。

■
問
い
合
わ
せ
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ー
ク
香
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交
通
事
故
に
よ
る
死
傷
者
数
は

年
々
減
少
傾
向
に
あ
る
も
の
の
、

平
成
28
年
の
事
故
発
生
件
数
は
約

50
万
件
、死
傷
者
数
は
約
62
万
人

と
、
国
民
の
誰
も
が
交
通
事
故
の

被
害
者
に
も
加
害
者
に
も
な
り
得

る
、極
め
て
深
刻
な
状
況
と
な
っ
て

い
ま
す
。
交
通
事
故
は
車
社
会
の

負
の
部
分
で
あ
り
、被
害
者
に
と
っ

て
も
加
害
者
に
と
っ
て
も
悲
惨
な

結
果
を
も
た
ら
す
も
の
で
す
。

　　

自
賠
責
保
険
・
共
済
は
、す
べ
て

の
車
・
バ
イ
ク
１
台
ご
と
に
加
入
が

義
務
付
け
ら
れ
て
お
り
、
加
害
者

の
賠
償
責
任
を
担
保
す
る
こ
と
で

被
害
者
の
基
本
的
な
賠
償
を
保
障

す
る
制
度
で
あ
り
、
被
害
者
の
救

済
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　
　

一
人
一
人
が
、よ
り
一
層
自
賠

責
制
度
の
役
割
や
重
要
性
、
保
険

金
・
共
済
金
の
支
払
い
の
し
く
み
な

ど
を
十
分
に
理
解
・
認
識
す
る
こ

と
が
と
て
も
大
切
で
す
。

▼
自
賠
責
保
険
・
共
済
な
し
で
の

運
行
は
法
令
違
反
で
す
！

　　

自
賠
責
保
険
・
共
済
は
、万
一
の

自
動
車
事
故
の
際
の
基
本
的
な
対

人
賠
償
を
目
的
と
し
て
、
自
動
車

損
害
賠
償
保
障
法
に
基
づ
き
、
原

動
機
付
自
転
車
を
含
む
す
べ
て
の

自
動
車
に
加
入
が
義
務
付
け
ら
れ

て
い
ま
す
。自
賠
責
保
険
・
共
済
な

し
で
運
行
す
る
こ
と
は
法
令
違
反

で
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　　

自
賠
責
制
度
に
つ
い
て
、詳
細
は

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　　h
ttp
://w
w
w
.jib
a
i.jp

■
問
い
合
わ
せ

　
　

国
土
交
通
省
四
国
運
輸
局　
高

知
運
輸
支
局
輸
送
・
監
査
部
門
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「
か
い
け
つ
サ
ポ
ー
ト
」は
、民
間

事
業
者
が
行
う
紛
争
解
決
サ
ー
ビ

ス
の
う
ち
、当
事
者
と
利
害
関
係
の

な
い
公
正
中
立
な
第
三
者
が
、ト

ラ
ブ
ル
に
な
っ
た
当
事
者
の
間
に

入
り
、双
方
の
言
い
分
を
よ
く
聴
い

て
、専
門
家
と
し
て
の
知
見
を
い
か

し
、話
し
合
い
に
よ
っ
て
柔
軟
な
解

決
を
図
る
サ
ー
ビ
ス
で
、法
務
大
臣

の
認
証
を
受
け
た
も
の
で
す
。

　
　

各
分
野
の
専
門
家
が
ト
ラ
ブ
ル

の
解
決
を
サ
ポ
ー
ト
し
、裁
判
に
よ

ら
ず
に
円
満
な
解
決
を
目
指
し
ま

す
。ま
た
、
非
公
開
で
す
の
で
プ
ラ

イ
バ
シ
ー
や
秘
密
が
守
ら
れ
ま
す
。

■
解
決
事
例　

土
地
の
境
界
を
め

ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
、解
雇
な
ど
の
労
働

関
係
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
な
ど
。

■
利
用
方
法　

法
務
省
の「
か
い
け

つ
サ
ポ
ー
ト
」ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
、

「
か
い
け
つ
サ
ポ
ー
ト
」を
行
っ
て
い

る
民
間
事
業
者
の
詳
細
情
報
を
公

表
し
て
い
ま
す
。そ
の
中
か
ら
ご
自

身
の
ト
ラ
ブ
ル
の
実
情
を
踏
ま
え

た
事
業
者
を
選
ん
で
く
だ
さ
い
。

■
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　　h
ttp
://w
w
w
.m
o
j.g
o
.jp
/K
A

N
B
O
U
/A
D
R
/in
d
e
x
.h
tm
l

■
問
い
合
わ
せ　

法
務
省
大
臣
官

房
司
法
法
制
部　

審
査
監
督
課
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3
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「
防
災
の
ス
ス
メ
」は
実
際
に
た
め
に
な
る
記
事
だ
と
思
い
ま
す
。
日
頃
か
ら
こ
う
い
う
訓
練
を
し
て
い
た
ら
い
い
と
い
う
こ
と
を
簡
単
に
わ
か
り
や
す
い
文
章
で
の
せ
て
い
た
だ
け
た
ら
よ
い
と
思
い
ま
す
。

広

報

へ

の

ご

意

見

お
い
し
く
減
塩
、
お
す
す
め
減
塩
レ
シ
ピ
い
つ
も
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。
簡
単
に
作
れ
る
の
で
、
い
つ
も
切
り
取
り
し
て
い
ま
す
。
プ
レ
ゼ
ン
ト
当
た
る
と
い
い
け
ど
! !

広

報

へ

の

ご

意

見

　接骨院や整骨院などにかかるときは、国民健康保険

が「使える場合」と「使えない場合」があります。使え

ない場合施術費用が全額自己負担となりますので、

施術を受ける前に国保が使えるか確認しましょう。

初診時に、負傷原因を正確に伝えてください。

接骨院・整骨院
にかかる前に
まずチェック！

　
理
容
・
美
容
・
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
は

　
Ｓ
マ
ー
ク　
　
　

の
お
店
へ
！

O
その他その他

other s

　
　
　
　

労
働
保
険
の
加
入
は

　
　
　
　

お
済
み
で
す
か
？

　
　
　
　
　
　　
１０
月
号
２
ペ
ー
ジ
で
氏
名
の

　
　
　
　
　
　
　
　

表
記
に
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
。

　
『
海
老
山
克
郎
さ
ん
』
と
あ
り
ま
す
が
、

正
し
く
は
『
野
老
山
克
朗
さ
ん
』
で
す
。

ご
本
人
と
ご
家
族
の
方
に
は
大
変
ご
迷

惑
を
お
か
け
い
た
し
ま
し
た
。
訂
正
し
て

お
詫
び
い
た
し
ま
す
。

訂　
正

　
　

免
許
よ
し
！　
ヘ
ル
メ
ッ
ト

　
　

よ
し
！　
自
賠
責
は
！？

★10月13日から
高知県最低賃金は

■問い合わせ／高知労働局賃金室　０８８ー８８５ー６０２４

《　１時間》　

　737円　　です。

　高知労働局では、県内

すべての労働者に適用さ

れる「高知県最低賃金」

を改正し、１０月１３日から

施行しています。

最低賃金改正のお知らせ●　最低賃金改正のお知らせ　●

広告

　
　

認
証
紛
争
解
決
サ
ー
ビ
ス

　
　
「
か
い
け
つ
サ
ポ
ー
ト
」

険

え

●　スポーツなどによる、打撲

　やねんざ

●　挫傷（肉ばなれ等）

●　骨折、脱臼の応急措置

●　医師の同意がある場合の

　骨折、脱臼の施術

●　日常生活における疲れや肩こり

●　スポーツなどによる肉体疲労

●　脳疾患後遺症などの慢性病

●　神経痛、リウマチ、慢性関節炎

●　加齢による腰痛や五十肩の痛み

●　交通事故の場合

●　労災保険の対象となる仕事

　中や通勤途中の負傷

▼急性または亜急性（急性に次

ぐ）の外傷性傷病の場合は、国

民健康保険が適用されます。

▼次のような場合は、国民健康保険が

適用されず、施術費用が全額自己負担

になります。

　　　　　　　国民健康保険では、医療費の適正

　　　　　　な給付に努めています。請求内容に

誤りがないかを確認するために、市から負傷原因や

施術内容について、文書や電話などでお問い合わ

せすることがありますので、ご協力ください。

●　問い合わせ　●　市民保険課　☎57-8506

適正給付

にご協力

ください！

■療養費支給申請書には、必ず自署または捺印

　が必要です。

　　療養費支給申請書は、患者が柔道整復師に保険

請求を委任するものです。記載内容を確認し、本人に

よる署名または捺印をしましょう。

■領収書は必ず保管しておきましょう。

　　医療費通知で受診内容（金額と日数）を確認しましょ

う。また、領収書は高額療養費・医療費控除を受ける

際にも必要となりますので、大切に保管をお願いします。

国民健康保険が

使える場合
国民健康保険が

使えない場合

日赤活動資金の募集にご協力

ありがとうございました。

▼平成２９年度募金額  （９月末現在）

　4,215,700円
　毎年５月に「赤十字会員増強運

動」を実施しており、今年もたくさん

の方から会費やご寄付をいただきま

した。

　この活動資金は、災害に対する救

護班派遣にかかる活動経費や県内

での台風被害などに対する救護物資

の資金等日本赤十字社が行う活動

に役立てられています。皆さまの温

かいご協力に厚くお礼申し上げます。

日赤香南市地区　地区長　清藤真司

問い合わせ／市福祉事務所

国
保

17２０１７.１１ 16 ２０１７.１１


